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ベトナム会計システムCircular 
200/2014/TT-BTCの改訂及び
補足ガイダンスとして財務省
が発行したCircular 53/2016/
TT-BTC
2016年3月21日付で財政
省はベトナム会計システム
Circular200/2014/TT-BTC（
以下、Circular200）の改訂・
補足するガイダンスとして
Circular53/2016/TT-BTC（以
下、Circular53）を発行しまし
た。Circular53は、実務を考慮
したより柔軟な形で期中の外
貨建取引の換算レート及び期
末の外貨建貨幣性資産負債の
換算レートの適用に関する規
定を補足しています。また、売買
目的有価証券の処分・売却簿
価の算定及び外国語で記載さ
れた会計証憑のベトナム語へ
の翻訳に関する規定について
も改訂しています。

1. 期中の外貨建取引に適用する「実際の為替レート」
Circular53では、資本金の拠出、売上債権の認識、仕入債務の認識、資産の購入、代金を
即時払いする費用の認識等の外貨建取引の計上において、企業が最も頻繁に利用する
商業銀行のSellレートとBuyレートの平均レートに「近似するレート（以下、近似レート）」
をCircular 200でいう「実際の為替レート」とみなして換算に使用することができる旨が
規定されています。これに伴い、企業は期中に生じた様々な種類の外貨建取引の記帳に
おいて、取引ごと、取引銀行ごとにBuyレート、Sellレートを使い分けることなく単一の為
替レートを使用することが一定の範囲内で可能になり、実務上の記帳手続が簡素化され
ることが期待されます。
また、Circular 53では、「近似レート」は、商業銀行が公表する日々のレートに基づいて日
次、週次又は月次で計算されるBuyレートとSellレートの平均レートから±1%以上乖離
してはならず、「近似レート」の適用により会計期間の財務諸表に重大な影響を及ぼして
はならないとも規定されています。
従前のCircular200では、現金の貸方記帳には加重平均レート（実際には移動平均レー
ト）を適用し、売上債権の消去記帳又は仕入債務の消去記帳には取引日レート又は加重
平均レート（取引件数が多い場合）を適用する必要がありましたが、Circular53では、実
際の為替レート又は加重平均レートのいずれかを選択適用することが認められます。

2. 期末の外貨建貨幣性資産負債の換算に適用する「実際の為
替レート」
Circular53では、期中の外貨建取引の換算に前述の「近似レート」を適用する場合、期末
の外貨建貨幣性資産負債の換算にあたって、企業が最も頻繁に利用する商業銀行の期
末日レートを使用することが認められています。期末日レートはBuyレート、Sellレート又
は平均レートのいずれかと規定されています。
企業は期中の外貨建取引の換算に関して選択適用した実際の為替レート又は近似レー
トと整合するように、期末の外貨建貨幣性資産負債の換算に使用するレートを適用しな
ければなりません。また、Circular53では、換算に使用するレートについては会計基準で
定められている継続性の原則に従い選択適用しなければならない旨を規定しています。

3. 期中に発生した為替差損益の会計処理
Circular53では、外貨建預金・担保の会計に関するガイダンスを改訂しています。従前の
Circular200では、現金勘定の貸方記帳に適用されるのと同じ加重平均レートを使用す
ることとされておりましたが、当改定に伴い、外貨建預金・担保の換算については実際の
為替レート又は加重平均レートのいずれかを選択適用することが認められます。
また、Circular53では、企業が前述の現金勘定の貸方記帳、売上債権の消去記帳、仕入
債務の消去記帳に実際の為替レートを適用する場合の為替差損益に関するガイダンス
を補足しています。企業は為替差損益を経営者の判断に応じて柔軟に認識（取引日に
即時認識又は定期的に認識）することが可能となります。
期末日に外貨建貨幣性資産負債の残高（外貨ベース）がない場合、企業は期中に発生
した為替差損益全額について金融収益又は金融費用として計上します。外貨建貨幣性
資産負債の残高（外貨ベース）がある場合、Circular200に従い期末日に再評価を行い
為替差損益を認識することになります。
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4. その他の改訂
Circular53では、企業は売買目的有価証券（有価証券の種類ごと）の処分・売却をする場
合、有価証券の処分・売却簿価の算定について先入先出法又は加重平均法のいずれか
を選択適用することが認められます（従前のCircular200では加重平均法のみ適用する
ことが認められていました）。企業は採用した会計方針について会計期間を通じて継続
適用しなければなりません。
従前のCircular200では、外国語で記載された会計証憑はベトナム語への翻訳が必要で
ある旨が規定されていましたが、Circular53では、会計証憑を補完するサポーティングド
キュメント（契約書、プロジェクトドキュメント、終了報告書等）については、当局の要求が
ある場合を除いて、ベトナム語に翻訳することは必要ではない旨が規定されています。

5. 財務諸表の注記
企業は財務諸表の注記として外貨建取引に適用する換算レートについて開示しなけれ
ばなりません。
企業が売買目的有価証券の評価方法を変更する場合は、会計基準の要請に従って会計
方針の変更に関する注記を行うことが必要となります。

6. 適用時期
Circular53は2016年3月21日から有効となり、2016年1月1日以降開始する会計年度よ
り適用されます。なお、企業は2015年度の財務諸表においても本Circular53に従って外
貨換算を実施することが可能となっています。
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